
「桑名市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」（平成17年条例第41号）の規定に基づき、桑名市職員の
給与や部門別職員数などを公表いたします。

１　総括

(1) 人件費の状況（普通会計決算）

(2) 職員給与費の状況（普通会計決算）

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
      ２　職員数は、平成２５年４月１日現在の人数である。
　　　３　給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与が含まれており、職員数には当該職員を
　　　　　　　含んでいない。

(3) ラスパイレス指数の状況（平成２６年４月１日現在）

（注）１  ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）を用いて、
　　　　　学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を100として計算した指数。
　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。
　　　３　平成24年及び平成25年は、国家公務員の時限的な（２年間）給与改定・臨時特例法による給与減額措置がないとした場合の値
　　　　　である。

　　　※　26年4月1日のラスパイレス指数が、①３年前に比べ１ポイント以上上昇している場合、②３年連続で上昇している場合、
　　　　　③100を超えている場合について、その理由及び改善の見込み

ラスパイレス指数が上昇している主要因としては、職員構成の変動（階層変動）が考えられる。中でも高校卒の職員
構成の変動が上昇の主となっている。これは高卒者も幹部職員となっていることなどが要因と考えられる。

25年度

千円

人　 　　　　　　　千円

142,761

人

期末・勤勉手当

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

職員手当

一人当たり
給与費Ｂ/Ａ

職員数 （参考）類似団体平均
一人当たり給与費

千円

区　　分

千円
25年度

　　　　　　　　　　　％

　　計　　Ｂ

1,091,706 19.6

　　　　　千円

　　　　　千円

978,810

千円

6,0211,049

　　　　　　Ａ

1,564,207 6,879,829 6,558

　　　　　千円

給　 料

千円

4,336,812

20.49,166,488

（参考）

Ｂ／Ａ　　　　　　Ｂ 24年度の人件費率

　　　　　　％

人 件 費 人 件 費 率実 質 収 支

　　　　　　Ａ

桑名市の人事行政の運営等の状況について

区　　分 歳 出 額住民基本台帳人口

（26年1月1日）

46,777,887

(H23.4)

99.9
(H23.4)

98.4

(H23.4)

98.8

(H24.4)

100.5
(H24.4)

99.1

(H24.4）

98.8

(H25.4)

100.5
(H25.4)

98.7

(H25.4)

98.5

(H26.4)

101.0
(H26.4)

98.7

(H26.4)

98.6

90

95

100

105

桑名市 類似団体平均 全国市平均
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(4) 給与制度の総合的見直しの実施状況について
　　　　①給料表の見直し

　　　　実施内容　（平均引下げ率、実施（実施予定）時期、経過措置の有無等具体的な内容（未実施の場合には、その理由））

　　　　

　　　　

　　　　②地域手当の見直し

　　　　実施内容　（国基準における場合の支給割合及び当該団体の支給割合）

　　　　

　　　　③その他の見直し内容

　　　　

(5) 特記事項

２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（２６年４月１日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

②技能労務職

　　　　

 桑  名  市 歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

③教育職

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

（注）１　「平均給料月額」とは、２６年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。

52.4

区　　分

区　　分

304,176 341,016

平均給与月額

319,744

24 282,946

352,606

三重県

42.4

348,236

325,549

平均給与月額

402,527

-

451,582

360,194

366,377

平均給与月額

408,472

（給料表の改定実施時期）　平成２７年４月１日
（内容）　一般行政職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ、平均１．９％引下げ。激変緩和のため、３年間（平
成３０年３月３１日まで）の経過措置（現給保障）を実施。他の給料表については、一般行政職給料表との均衡を踏まえ
て見直しを実施。

（支給割合）　国基準６％に対し、桑名市においても６％を支給。
（実施時期）　平成２７年４月１日より実施。段階的に支給割合を引上げることとし、平成２７年度は４％。

見直し後の支給割合
（H30.4.1）

平成２７年度の支給割合

６％ ４％

402,261

382,042

-

平均給与月額

桑名市

類似団体

382,347

三重県

52.5

うち清掃職員 46.4 20 345,200 416,051 371,716

58.4 17 265,359 278,567 275,349

41.5

335,000国

325,532桑名市

449,401

平 均 年 齢

平均給料月額 平均給与月額

308,485

（国比較ベース）

71

3,119 287,992 -

372,166

平 均 年 齢

40.6

43.5

42.7

平均給料月額

405,196 -

類似団体 49.3 59 326,688

356,483

44.1

うち給食調理員 297,307 293,639

うち用務員

326,611国 50.1

平均年齢 職員数 平均給料月額
（Ａ） （国比較ベース）

区　　　分

公　　務　　員

類似団体

43.3

三重県 49.4 - 350,012

353,768

管理職員特別勤務手当及び単身赴任手当について、国と同様に見直しを実施。（平成２７年４月１日実施）

６％ ４％

　　（参考）

 国基準による支給割合

 桑名市の支給割合

平成２６年度の支給割合

３％

３％
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      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての　 

　　　　諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。

　　　　　また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（時間外勤務手当等と除いたもの）
　　　　で算出している。

（2) 職員の初任給の状況（２６年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

（3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（２６年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

３　一般行政職の級別職員数等の状況
（1) 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（２６年４月１日現在）

（注）１　桑名市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

　　　　　　　　　　円

354,700

　　　　　　　　　　円

456,200

　　　　　　　　　　円　　　　　　　　人

７　　級

１号給の給料月額

　　　　　　　　　　円

121,600

　　　　　　　　　　円

149,800

172,200

中　学　卒

　　　　　　　　％

　　　　　　　　％

80

　　　　　　　　人

　　　　　　　　％

　　　　　　　　人

　　　　　　　　％

課長補佐、係長

標準的な職務内容

　　　　　　　　人

79 15.0

15.3

構成比

121

　　　　　　　　　　円

289,200

　　　　　　　　　　円

最高号給の給料月額

　　　　　　　　　　円

243,700

　　　　　　　　　　円

307,800

区　　　　分

144,500

大　学　卒

144,500140,100

178,800

-

478,2002.714

-

140,100140,100

-

192,800

168,600

高　校　卒

172,200一般行政職

-

　　　　　　　　　　円

400,600

　　　　　　　　　　円

422,600

23.0

318,700 381,400 - -

334,100 372,000 - 403,600

8.6
主事

　　　　　　　　人
主事

　　　　　　　　　　円

366,200

　　　　　　　　　　円

413,000

１　　級

14

72 320,600

　　　　　　　　　　円

388,300

-

　　　　　　　　　　円

222,900

　　　　　　　　　　円

261,900

部長

19.0

　　　　　　　　％

中　学　卒

短　大　卒

幼稚園教諭職

-

232,800 344,400 363,900

225,800 336,500 344,400

-

２　　級

　　　　　　　　％

高　校　卒

経験年数２０年

技能労務職

273,400

-

経験年数３０年

408,500

394,300

区　　　　　分

高　校　卒

―

国

354,600

大　学　卒

高　校　卒

技能労務職

299,100 339,300

一般行政職

経験年数２５年

-

大　学　卒

桑 名 市

374,300 384,200

三　重　県

100

　　　　　　　　人

45

短　大　卒

経験年数１０年

８　　級

　　　　　　　　％
次長

６　　級

主査

主任、主事

　　　　　　　　人

５　　級

４　　級

３　　級

2.7

13.7

　　　　　　　　％

幼稚園教諭職 大　学　卒

区　　分

課長、主幹

職員数

　　　　　　　　人
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（2) 昇給への勤務成績の反映状況
　

４　職員の手当の状況

（1) 期末手当・勤勉手当

千円 千円

（25年度支給割合） （25年度支給割合） （25年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

５～２０％ ５～２０％ ５～２０％

１０～２５％ １０～２５％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

（2) 退職手当（２６年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 同　右 その他の加算措置

（退職時特別昇給　　　　　　　無し　　　　　　　　） 定年前早期退職特例措置

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 （２％～４５％加算）

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、２５年度に退職した職員に支給された平均額である。

所属長の内申による勤務評定を行い、昇給日前１年間の勤務成績が良好であったかを確認している。

国

1,383 1,580

桑　　　　　　名　　　　　　市

―１人当たり平均支給額（25年度）１人当たり平均支給額（25年度）

52.44

管理職加算

三　　　　　　重　　　　　　県

1.35

1.45

1.35 2.60

43.70

0.65

36.57

52.44

1.450.65

役職加算

2.60

27.025

1.45

管理職加算

役職加算

52.44

36.57

管理職のみ勤務評定により加算を行っている。

役職加算

桑　　　　　　名　　　　　　市

21,067

0.65

30.82

52.44

2,328

43.70

52.4452.44

30.82

21.62 27.025

国

応募認定・定年

1.352.60

21.62

１級 8.6% １級 6.9% １級 4.6%

２級 19.0%
２級 16.7%

２級 13.9%

３級 15.3%
３級 17.1% ３級 23.1%

４級 15.0% ４級 17.3% ４級 13.6%

５級 23.0% ５級 22.4%
５級 22.7%

６級 13.7% ６級 14.2% ６級 16.9%

７級 2.7% ７級 2.9% ７級 2.6%

８級 2.7% ８級 2.5% ８級 2.6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成２６年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比
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 (3) 地域手当

（２６年４月１日現在）

千円

千円

％ 人 ％

 (4) 特殊勤務手当（２６年４月１日現在）

千円

　円

　％

 (5) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（２５年度決算）」と同じ年度の４月１
日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）
であり、短時間勤務職員を含む。

２

地域手当補正後ラスパイレス指数

（ラスパイレス指数）

１０１．０

１０１．０

（注） 　地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与
水準を比較するため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数。
（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給率）／（１＋国の指定基準に基づく地域手当
支給率）により算出。）

(注)１

455千円

5,943千円

47千円

深夜勤務：5時間以上1回
500円
消火作業：1回300円

行旅病人処理：1件1,500円
行旅死亡人処理：1件3,000円

社会福祉に関する現業手当：
日額200円
療育センターに勤務する職員
の手当：日額100円

日額800円
動物等死骸処理：1件600円

1日：300円

公営企業（上下水道）を除く。

手当の名称

行旅病人、同死亡人の
処理従事手当

消防職員が正規の勤務
時間として深夜に勤務し
た時または、火災等の災
害もしくは救急救助のた
め出勤した時

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 24 年 度 決 算 ）

社会福祉事務所、療育センター職
員

防疫業務従事手当

行旅病人の取扱い、保
護業務又は行旅死亡人
の収容業務

261

じんかい処理作業従事
手当

清掃センターに勤務するじんかい処
理に従事する職員

238職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 25 年 度 決 算 ）

15千円

社会福祉業務従事手当

消防本部、消防署（分署）に勤務す
る職員

3

主な支給対象職員

手当の種類（手当数）

支 給 実 績 （ 25 年 度 決 算 ）

環境政策課職員 動植物の防疫作業

職員全体に占める手当支給職員の割合（25年度）

塵芥処理作業に1日4時
間以上従事した時

25.9

福祉総務課職員

消防職員の特殊勤務手
当

支給率支給対象地域

支給職員１人当たり平均支給年額（25年度決算）

支給実績（25年度決算－地域手当）

3桑名市

左記職員に対する支給単価
支給実績

（25年度決算）

17,202千円

庁外における社会福祉
業務に関する現業に1日
4時間以上従事した時

249,873

289,160支 給 実 績 （ 24 年 度 決 算 ）

主な支給対象業務

134,194

支給実績（25年度決算）

支給対象職員数

５　種　

77,081支給職員１人当たり平均支給年額（25年度決算）

23,664

国の制度（支給率）

1,087

113
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（6) その他の手当（２６年４月１日現在）

円

円

円

円

５　特別職の報酬等の状況（２６年４月１日現在）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

月分

月分

　　 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

退職時給料月額×在職年数×100分の450 円

退職時給料月額×在職年数×100分の280 円

(注）１　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。                         
     ２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）     
           勤めた場合における退職手当の見込額である。                                 

千円
持家
…2,500円

129,624 千円

備　　　　考

市 長

議 員

副 議 長

支給実績

管理又は監督の職にある
職員に支給
…最高月額　83,600円

千円

（25年度決算）

757,570

1,028,000

期
末
手
当

760,000590,000議 長

620,000460,000

国の制度

572,261

822,400

　　（25年度支給割合）

510,000

420,100

手　当　名

366,600

支給職員１人当たり
平均支給年額

247,848

196,626

千円

任期毎18,504,000

40,898

91,136

481,000

議 長

退
職
手
当

副 議 長

338,800

8,747,200

市 長

報

酬

　　（25年度支給割合）

781,000

給

料

副 市 長

・借家・借間居住者
　家賃が12,000円を超える
ものにつき支給
　最高額‥‥27,000円
・持家
　新築・購入された日より
　5年間…2500円

副 市 長

市 長

住居手当

扶養手当

77,827

・公共交通機関利用者
運賃等相当額（定期券等）
　支給限度額‥‥55,000
円
・交通用具使用者
　片道2㎞以上の職員に対
し通勤距離に応じて
　‥‥2,000円～24,500円

82,751

管理職手当

同

同

通勤手当

区 分

1,063,000

876,000

同

670,000

副 市 長

国の制度と
異なる内容内容及び支給単価

異

504,000

（25年度決算）

任期毎

議 員

3.95

2.95

給 料 月 額 等

（参考）類似団体における最高／最低額

との異同
（月額）

・配偶者‥‥13,000円
・配偶者がいない場合の1
人目　　‥‥11,000円
・上記以外の扶養親族
　　　　　‥‥6,500円
・16歳から22歳までの子が
いる場合
　　　　‥‥5,000円加算
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６　職員数の状況

(1)採用状況（平成26年4月1日現在）

※職員の採用は、行政需要の動向や今後の退職予定者数などを考慮して行っています。

　また、退職者のゆたかな知識と経験を活用するため、条例に基づき再任用制度を実施しています。

　平成26年4月1日の再任用職員数は、31人です。（表の数には含まれません。）

(2)職員の退職状況（平成25年度）

※平成25年度の退職者数は表のとおりです。

（３)部門別職員数の状況と主な増減理由
（各年４月１日現在）

人口1万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

人）

人口1万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

人）

人口1万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。
　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

議　　　会

47.12（類似団体の人口1万人当たり職員数

（類似団体の人口1万人当たり職員数

水　　　道

1,050    

89    

業務見直しによる減、幼稚園閉園による減

業務充実による増、臨時給付金支給による増

3人

32    

186    

2    組織改革による増

89    

1人

＜参考＞

総　　　務

87    

38    

0人

18    
△4    

1,137    

一般職

6人

2    

10    

38    

64.41

業務見直しによる減

0    
業務見直しによる減

17    

617    

185    

消防職

92    

36    
下　水　道

1    

3人

247    

0人

商　　　工

対前年
増減数

0    

平成25年

2    

2人

1,057    

小　計

0人

教育部門
△1    

0人

主 な 増 減 理 由

0人

医療職

定年退職

33    

92    

10    

退職者不補充による減

小　計

教育職

3    

22人 5人

土　　　木
10    

民　　　生

34    

2人

区分 採用人数

616    

75.2

都市整備事務充実による増

消防部門

計

消防職 2人

△3    

5人 17人 60人

技能職

合計

教育職

46人

職 員 数

0    
156    

平成26年

普
通
会
計
部
門

農林水産

△1    税　　　務

△1    

県派遣終了による減

4人 0人

一
般
行
政
部
門 組織改革による減

158    
10    

47人

合計普通退職等

技能職

1人医療職 0人

△12    

業務見直しによる減

そ　の　他 38    

△5    

公
　営会
　企計
　業部
　等門

一般職

労　　　働

88    

1人

区分

合計 38人

13人

1人

49人

勧奨退職

0人

188    

△7    

＜参考＞
合　　計

0    

248    

3人

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

[    1,377   ］

△1    

＜参考＞

衛　　　生

193    

81.4

44.1

[    1,377   ］ [     0   ］

△7    

39    

1    

1,149    
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（４)年齢別職員構成の状況（２６年４月１日現在）

　

（注）５年前は旧松阪市の構成比である。

(５)職員数の推移

（単位： 人・％ ）

年度

　部門別

（注） １ 各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。
　２ 合併した団体にあっては、合併前の年については合併前の旧団体の合計職員数。

７　公営企業職員の状況
　(1)　水道事業
  　① 職員給与費の状況

ア　決算

職員給与費 　（参考）

（注）　資本勘定支弁職員に係る職員給与費50,671千円を含まない。

9

633 ( △4.8)

248

186

242

117

人

39歳

人

12.4

％

( △4.1)

617

193

△ 31

1,050

( 3.8)

( △71.7)

( △18.9)

246

648

２５年 ２６年

28歳

２２年

～

以上

人

～

32歳

△ 2651,1371,402

35歳

1,149

増減数（率）

247

△ 23 ( △11.0)

94 87

△ 45

94

1,197

める職員給与費比率

総合計 

31歳

209教　育

人

20歳

２１年

一般行政

40歳20歳

人

47歳

36歳

1,057普通会計計

純損益又は実 総費用に占める

1,156

1,103

千円　
25年度

1,174

162 92

～

職員給与費比率

総費用

％

公営企業等会計計

43歳

～

51歳

～ ～

人

～

52歳 60歳

～

56歳48歳

55歳未満 59歳

88

人

23歳

1,0631,080

247

623

113

201

12.4

　　　　　　Ｂ／Ａ

205

　質収支

～

区　　分

93

1,095

Ｂ　

307

24年度の総費用に占

241,305

千円　

37,441

656

24歳

1,940,258

Ａ  

区　分

1,13718

人 人

116

人

152

計

44歳

～

人人

△ 220

人

238

616

193

２４年

92

消　防

2

27歳

51

過去５年間の２３年

118108
職員数

　　　　千円

0

2

4

6

8

10

12

構成比

５年前の構成

比

%
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（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。
      ２　職員数は、２６年３月３１日現在の人数である。

イ　 特記事項

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（２６年４月１日現在）

歳 円 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

 ③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（25年度支給割合） （24年度支給割合）

　　期末手当　 勤勉手当 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 （ ）月分 （ ）月分 （ ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

役職加算　５～１５％ 役職加算　５～１５％

（注）　(　  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

イ　退職手当（２６年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 同左

（退職時特別昇給 無し ） （退職時特別昇給 無し ）

１人当たり平均支給額　　　　 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、24・25年度に退職した職員に支給された平均額である。

ウ　地域手当

（２６年４月１日現在）

千円

   円

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（２６年４月１日現在）

千円

　円

　％

手当の種類（手当数）

支給職員１人当たり平均支給年額（25年度決算）

0

3

一般行政職の制度（支給率）支給対象地域

31

0.0

0

支給実績（25年度決算）

支給対象職員数

全職員

45.9

0.65

27.025

支給率

支給実績（25年度決算）

24,532

36.57

52.44

119,358

3

桑名市一般行政職

桑 名 市 358,299 534,335

30.82

1,383

52.44

桑名市（水道事業）

21.62

1.45

1,482

21.62

3,939

43.70

52.44

千円

43.70

一人当たり給与費

千円

　　計　　Ｂ

5,944

36.57

1.35

27.025

6,558

桑名市（水道事業）

2.60

桑名市一般行政職

一人当たり （参考）市町村平均

千円

124,294 22,950
25年度

平　均　年　齢

千円人

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

支給職員１人当たり平均支給年額（25年度決算）

平均月収額　　　　　　区　　分

33

基本給

区　　分 職員数

30.82

職員全体に占める手当支給職員の割合（25年度）

0　種　　　　

52.44 52.44

52.44

給　 料

１人当たり平均支給額（25年度）

2.60

-

1.35

-

１人当たり平均支給額（25年度）

期末・勤勉手当職員手当

48,907 196,151

　　　　　千円 千円

　　　　給与費 　　B/A

2,328 21,067

　　　　　　Ａ
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オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

カ　その他の手当（２６年４月１日現在）

円

円

円

円

　(２)　下水道事業
  　① 職員給与費の状況

ア　決算

職員給与費 　（参考）

（注）　資本勘定支弁職員に係る職員給与費67,784千円を含まない。

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。
      ２　職員数は、２６年３月３１日現在の人数である。

(注)１ 　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

２ 　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（２５年度決算）」と同じ年度の４月１
日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）
であり、短時間勤務職員を含む。

区　　分 職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

　　　　　　Ａ

一人当たり

6,55888,623

一人当たり給与費

24年度の総費用に占

Ａ  

（参考）市町村平均

25年度
　　　　千円 千円　 千円　 ％ ％

3,223,636 △ 24,631 135,990 4.2

　　　　給与費 　　B/A

　質収支

25年度
人

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 24 年 度 決 算 ） 260

支給実績

2,533 千円

同

手　当　名 内容及び支給単価

同

千円990

扶養手当

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 25 年 度 決 算 ）

平均支給年額

633,220

通勤手当

・公共交通機関利用者
運賃等相当額（定期券等）
　支給限度額‥‥55,000
円
・交通用具使用者
　片道2㎞以上の職員に対
し通勤距離に応じて
‥‥2,000円～24,500円

2,425 千円

・借家・借間居住者
　家賃が12,000円を超える
ものにつき支給
　最高額‥‥27,000円
・持家
　新築・購入された日より
　5年間…2500円

同 －住居手当

80,832

202,957

支 給 実 績 （ 24 年 度 決 算 ） 8,305

支給職員１人当たり

247,375

支 給 実 績 （ 25 年 度 決 算 ） 7,591

230

Ｂ　

職員給与費比率

　　　　　　Ｂ／Ａ める職員給与費比率

純損益又は実 総費用に占める

（25年度決算）

5.9

千円

22

千円

給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ

千円

同 －

管理職手当
管理又は監督の職にある
職員に支給
…最高月額　83,600円

－

千円4,465

一般行政
職の制度と
異なる内容

（25年度決算）

－

・配偶者‥‥13,000円
・配偶者がいない場合の1
人目　　‥‥11,000円
・上記以外の扶養親族
　　　　　‥‥6,500円
・16歳から22歳までの子が
いる場合
　　　　‥‥5,000円加算

一般行政職
の制度との
異同

千円 千円 　　　　　千円

総費用区　　分

18,959 36,240 143,822 6,537
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イ　 特記事項

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（２６年４月１日現在）

歳 円 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

 ③ 職員の手当の状況
ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（25年度支給割合） （25年度支給割合）

　　期末手当　 勤勉手当 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 （ ）月分 （ ）月分 （ ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

役職加算　５～１５％ 役職加算　５～１５％

（注）　(　  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

イ　退職手当（２６年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 同左

（退職時特別昇給 無し ） （退職時特別昇給 無し ）

１人当たり平均支給額　　　　 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、24・25年度に退職した職員に支給された平均額である。

ウ　地域手当

（２６年４月１日現在）

千円

   円

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（２６年４月１日現在）

千円

　円

　％

支給実績（25年度決算） 2,848

26,133

30.82 36.57 30.82 36.57

43.70 52.44 43.70 52.44

52.44 52.44

桑名市（下水道事業） 桑名市一般行政職

21.62 27.025

桑名市（下水道事業）

52.44 52.44

2,328 21,067

21.62 27.025

590,699

桑名市一般行政職

１人当たり平均支給額（25年度） １人当たり平均支給額（25年度）

1,647 1,383

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額

桑 名 市 45.1 382,632

支給職員１人当たり平均支給年額（25年度決算） 0

職員全体に占める手当支給職員の割合（25年度） 0.0

手当の種類（手当数） 0　種　　　　

全職員 3 18 3

支給実績（25年度決算） 0

2.60 1.35 2.60 1.35

1.45 0.65 1.45 0.65

支給職員１人当たり平均支給年額（25年度決算） 129,435

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）
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オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

カ　その他の手当（２６年４月１日現在）

円

円

円

円

８　勤務時間その他勤務条件の状況

（１）勤務時間

　一日の勤務時間数は、8時30分から17時15分までの週38時間45分勤務で、原則週休2日制となっています。

　市民サービスの向上、業務の効率化などの目的で、勤務時間帯をずらしたり、交代制勤務としたりするなど、業務内容に

　よって異なる勤務形態をとっています。

（２）休暇制度

　休暇には大きく次の4つがあります。

：1年（暦年）あたり20日間与えられます。残日数がある場合は、20日を限度として翌年に

　繰り越すことができます。

：病気療養に必要な期間（90日以内）について有給で与えられます。

：特定の事由に基づいて有給で認められます。結婚休暇、忌引休暇、産前産後休暇、夏季休暇などです。

：配偶者等の介護が必要な期間（連続する6月以内）について取得できます。(無給)

(注)１ 　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

２ 　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（２５年度決算）」と同じ年度の４月１
日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）
であり、短時間勤務職員を含む。

4,398

・借家・借間居住者
　家賃が12,000円を超える
ものにつき支給
　最高額‥‥27,000円
・持家
　新築・購入された日より
　5年間…2500円

同 － 986 千円 197,100

扶養手当

・配偶者‥‥13,000円
・配偶者がいない場合の1
人目　　‥‥11,000円
・上記以外の扶養親族
　　　　　‥‥6,500円
・16歳から22歳までの子が
いる場合
　　　　‥‥5,000円加算

同 －

支 給 実 績 （ 24 年 度 決 算 ） 8,168

支給職員１人当たり

手　当　名 内容及び支給単価 （25年度決算） 平均支給年額

（25年度決算）

支 給 実 績 （ 25 年 度 決 算 ） 7,236

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 25 年 度 決 算 ） 315

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 24 年 度 決 算 ） 303

83,519

管理職手当
管理又は監督の職にある
職員に支給
…最高月額　83,600円

同 － 1,897 千円 632,231

通勤手当

・公共交通機関利用者
運賃等相当額（定期券等）
　支給限度額‥‥55,000
円
・交通用具使用者
　片道2㎞以上の職員に対
し通勤距離に応じて
‥‥2,000円～24,500円

同 －

　①年次有給休暇

　②病気休暇

　③特別休暇

　④介護休暇

1,587 千円

258,706

住居手当

一般行政職
の制度との
異同

一般行政
職の制度と
異なる内容

支給実績

千円
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９　分限及び懲戒処分の状況
（１）分限処分の状況(平成25年度)

分限処分は、公務能率を維持することを目的として、心身の故障や職に必要な適格性を欠くなど一定の事由がある場合に、

職員の意に反する不利益な身分上の変動をもたらす処分です。その種類として、免職、降任及び休職があります。

平成25年度の分限処分の状況は表のとおりです。

（２）懲戒処分の状況

懲戒処分は、職員が法令や職務上の義務等に違反した場合に道義的責任を問うことにより、公務における規律と秩序を

維持することを目的とする処分です。その種類として、免職、停職、減給および戒告があります。

平成25年度の懲戒処分の状況は表のとおりです。

１０　職員の服務の状況
服務に関する基本原則の概要

守秘義務

政治的行為の制限

職員は職務上知り得た秘密を漏らしてはいけません。

職員は政党その他政治団体の結成等に関与する等の政治的行為が禁止されています。

信用失墜行為の禁止

営利企業等に従事することは制限されており、従事する場合は許可を受けなければなりません。

職員は争議行為等が禁止されています。

0人

降任

概要

免職

争議行為等の禁止

0人

停職

1人

0人

減給

2人

休職免職

12人

戒告

0人

営利企業等の従事制限

基本原則

職務専念義務 職員は全体の奉仕者として、勤務時間中全力で職務を遂行しなければなりません。

職員は職の信用を傷つけたり、職の全体の不名誉となる行為をしてはいけません。
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１１　職員研修及び勤務成績の評定の状況(平成25年度)

（１）研修実施状況

　　①独自研修実施状況

実施日数

②派遣研修実施状況

2日

3日191人

94人 1日

1日147人

35人 6日

9日

派遣人数

3日59人人権啓発推進人研修(フィールドワーク)

20人

同和問題職員三次研修(フィールドワーク)

接遇・住民満足度向上研修

民間企業体験学習

51人 1日

上級職員研修

225人

三重県市町総合事務組合他

市町村アカデミー

国際文化アカデミー

自治大学校

130人

派遣先

13人 1日

1日49人

臨時的任用職員研修

2日

保育士研修

公務員倫理研修（全職員）

公務員倫理研修（管理職）

3日

プレゼンテーション研修

監督者三次研修

監督者研修

1日

55人

5人

1日82人

17人

120人 2日

1日20人

20人 1日

389人

同和問題職員三次研修(参画型)

同和問題職員一次研修

同和問題職員二次研修

1日

128人

技能労務職員等研修

1日

人権大学講座卒業生フォローアップ研修

23人

監督者二次研修

同和問題職員二次研修(参画型)

同和問題職員三次研修

1日

2日

2日

10人

12人

1人

3人三重県人権大学講座

34人

16人 1日

地方自治制度研修

救急救命講習研修

18人

手話講習研修

基本研修

新規採用職員研修(前期・後期)

北勢四市合同研修

受講者数

監督者一次研修

2日

2日20人

2日

3日

行政法研修

1日8人

27人

職場風土改革研修

研修名

メンタルヘルス研修

19人

19人

法制執務研修

新規採用職員研修(清掃体験)

1024人

管理者Ⅱ部研修

特別研修

交通安全研修

21人 8日

新規採用職員研修(人権研修) 33人 2日

嘱託職員研修 62人 2日

17人 2日

53人 27日

20人 2日

2日
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③職場研修実施状況

　毎月1回各職場で実施

　　　テーマ・・・人権研修　　　　述べ人数　１１，９８６人

　　　　　　　　　　　公務員倫理研修　述べ人数　　７，１８８人

④自主研修

　自主研究グループ　　　　３組

１２　職員の福祉及び利益の保護の状況

　　　　地方分権が進展していく中で、厳しい行財政運営を効果的・効率的に展開していくため、公務能率の向上を目的とした

福利厚生制度を実施しています。

平成25年度においては、次のような事業を行っています。

（１）健康管理事業について

　　労働安全衛生法及び各任命権者の安全衛生管理規定に基づき、事業者責任として、職員の安全と健康を確保するため

　　下記の健康管理事業を実施しています。

（２）桑名市職員共済組合について

　　　地方公務員法第42条に定められる地方公務員の厚生制度(職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項)を

　　　効率的・効果的に実施するため、職員共済組合の実施する下記の事業に対し助成しています。

　①職員共済組合への補助金の状況

補助対象事業

（３）その他の福利厚生事業について

　　　職員の共済制度については、地方公務員等共済組合法に基づき共済組合が、公務災害補償については、地方公務員

１３　公平委員会の業務の状況

（１）公平委員会の概要

　　公平委員会は、地方公務員法第7条第3項の規定により設置され、又、処理する事務は、同法第8条第2項において定められています。

　　その主な内容は次の通りです。

　 　・職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を執ること

　・職員に対する不利益な処分についての不服申し立てに対する決裁又は決定をすること

　・職員の苦情を処理すること

（２）公平委員会の業務の状況(平成25年度実績)

定期健康診断

不利益処分についての不服申し立て

健康管理事業の決算額 ３，９８６千円

脳ドック、人間ドック費用助成事業に補助をしています。

苦情の処理

桑名市

0

0

0

業務の種別

勤務条件に関する措置の要求

職員の共済制度については、地方公務員等共済組合法に基づき共済組合が、公務災害補償については、地方
公務員災害補償法に基づき地方公務員災害補償基金が、それぞれ主体となり制度を実施しています。

２，２５４千円

メンタルヘルス事業、動脈硬化検査事業に要した経費を補助しています。

補助金の決算額

その他の福利厚生事業

快適な職場環境を実現し職員の安全と健康を確保するため、安全衛生管理事業、メンタ
ルヘルス事業等を実施しています。

特殊健康診断

その他の健康管理事業

事業の名称 事業の内容

職員の一般的な健康状態を把握し、適切な就業上の措置や保健指導を実施することを目
的としています。

有害な業務に常時従事する職員に業務上疾病が発生するのを予防することを目的に実施
しています。
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